
第２５号議案 

   加東市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件 

 加東市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年３月１日提出 

 加東市長 安 田 正 義  

加東市条例第  号 

   加東市介護保険条例の一部を改正する条例 

 加東市介護保険条例（平成１８年加東市条例第１２７号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項及び第２項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条第３項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か

ら令和５年度まで」に、「２００万円」を「２１０万円」に改め、同条第４項中「平成３０年

度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「３００万円」を「３２０

万円」に改め、同条第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条第６項中「平成３０年度」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、「、３１，８００円とし、令和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２６，５００円とし、令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず」を削り、

同条第７項中「令和元年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「、４４，２０

０円とし、令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず」を削り、同条第８項

中「令和元年度」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「、５１，３００円とし、

令和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず」を削る。

第８条第１項中「合計所得金額」の右に「（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３

第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。）」を加える。

附則第１４項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削る。

附則第１５項第１号中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）

附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症（次号において「新型コロナウ



イルス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイル

ス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に

伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。次号に

おいて同じ。）」に改める。

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第１５項第１号の改正規定

は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の加東市介護保険条例第５条及び第８条の規定は、令和３年度分の保険料から適

用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



加東市介護保険条例の一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）の公布により、 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「施行令」という。）の一部が改正 

されることに伴い、介護保険料に係る基準所得金額の改正を行うもの及び介護保険法（平 

成９年法律第９号）第１２９条第３項の規定に基づき、介護保険料の改正を行うものである。 

また、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号。以下「特措法」

という。）の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義を特措法附則第１条の２第１ 

項の規定を引用しない表現に改める必要があるため、所要の改正を行うものである。 

２ 改正内容 

(1) 基準所得金額を改めること。（第５条関係） 

ア 対象者を決める保険料段階の第７段階と第８段階を区分する基準所得金額を「２０

０万円」から「２１０万円」に、第８段階と第９段階を区分する基準所得金額を「３

００万円」から「３２０万円」に改める。 

(2) 保険料率を定めること。（第５条関係） 

ア 第８期（令和３年度から令和５年度まで）介護保険料基準額（以下「基準額」とい

う。）を第７期（平成３０年度から令和２年度まで）と同額とし、第１号被保険者の

前年の合計所得金額等により保険料を下表のとおり定める。  

イ 令和３年度から令和５年度までにおける第１段階から第３段階までに区分される市

民税非課税世帯の第１号被保険者の保険料の額を下表のとおり定める。  

保険料 

段階 
対象者 

構成比

（％） 

基準額に対す

る割合 

年額保険料

（円） 

第１段階

・生活保護を受けている方 

・世帯全員が市民税非課税で、老齢福

祉年金受給者又は前年の合計所得金

額と課税年金収入額の合計額が 80 万

円以下の方 

12.9

0.50 35,400

公費負担によ

る軽減後は 

0.30

公費負担によ

る軽減後は 

21,200

第２段階
・世帯全員が市民税非課税で、前年

の合計所得金額と課税年金収入額の
7.8 0.75 53,100
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合計額が 80 万円超 120 万円以下の方

公費負担によ

る軽減後は 

0.50

公費負担によ

る軽減後は 

35,400

第３段階

・世帯全員が市民税非課税で、前年

の合計所得金額と課税年金収入額の

合計額が 120 万円超の方 

7.0

0.75 53,100

公費負担によ

る軽減後は 

0.70

公費負担によ

る軽減後は 

49,500

第４段階

・世帯員のいずれかに市民税が課税

されているが、本人は市民税非課税

で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計額が 80 万円以下の方 

12.5 0.90 63,700

第５段階

・世帯員のいずれかに市民税が課税

されているが、本人は市民税非課税

で、第 4 段階以外の方 

17.3 1.00 70,800

第６段階
・本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が 120 万円未満の方 
17.9 1.20 84,900

第７段階

・本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が 120 万円以上 210 万円未

満の方 

12.9 1.30 92,000

第８段階

・本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が 210 万円以上 320 万円未

満の方 

6.0 1.50 106,200

第９段階

・本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が 320 万円以上 500 万円未

満の方 

3.4 1.70 120,300

第 10段階
・本人が市民税課税で、前年の合計

所得金額が 500 万円以上の方 
2.3 1.90 134,500

合  

計 
― 100.0 ― ―

 (3) 合計所得金額の定義を加えること。（第８条関係） 

(4) 新型コロナウイルス感染症の定義を改めること。（附則関係） 

(5) 所要の文言整理を行うこと。（附則関係） 

３ 市民負担への影響 

基準額となる第５段階の年額保険料は増減なし。なお、第７期同様、国の定める９段階

を細分化し、第１０段階を設け、被保険者の負担能力に応じたきめ細かい保険料負担段階



を設定することで全体の負担額を抑える。 

また、市民税非課税世帯の基準額に対する割合を引き下げることにより、第１段階に区

分される第１号被保険者の年額保険料負担は、１４，２００円、第２段階に区分される第

１号被保険者の年額保険料負担は、１７，７００円、第３段階に区分される第１号被保険

者の年額保険料負担は、３，６００円軽減される。 

４ 市財政への影響 

  介護サービス給付費等の増加により、保険料収納必要額は約２，３２０，６６４千円で、

約５６，６３２千円の増加が見込まれる。一方、６５歳以上の１号被保険者の増加に伴う

保険料収納額の増加や介護給付費準備基金の取り崩しにより、介護保険保険事業特別会計

の収支の均衡は保たれる。 

また、第１段階から第３段階に区分される第１号被保険者にかかる軽減補助金額は、３

年間で総額約１１１，７９０千円、うち市の負担分は約２７，９４７千円と見込んでいる。 

５ 施行期日   

(1) ２(1)、(2)、(3)及び(5)関係 令和３年４月１日 

(2) ２(4)関係 公布の日 



新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

（保険料率） 

第５条 平成３０年度から令和２年度までの各年度における保

険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１

号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

(1)～(10) （略） 

２ 平成３０年度から令和２年度までの令第３９条第１項第６

号イの市が定める額は、１２０万円とする。 

３ 平成３０年度から令和２年度までの令第３９条第１項第７

号イの市が定める額は、２００万円とする。 

４ 平成３０年度から令和２年度までの令第３９条第１項第８

号イの市が定める額は、３００万円とする。 

５ 平成３０年度から令和２年度までの令第３９条第１項第９

号イの市が定める額は、５００万円とする。 

６ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る平成３０年度        における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、３１，８００円とし、令

和元年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

６，５００円とし、令和２年度における保険料率は、同号の

規定にかかわらず、２１，２００円とする。 

７ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

（保険料率） 

第５条 令和３年度から令和５年度まで の各年度における保

険料率は、次の各号に掲げる第１号被保険者（法第９条第１

号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区分に

応じ、当該各号に定める額とする。 

(1)～(10) （略） 

２ 令和３年度から令和５年度まで の令第３９条第１項第６

号イの市が定める額は、１２０万円とする。 

３ 令和３年度から令和５年度まで の令第３９条第１項第７

号イの市が定める額は、２１０万円とする。 

４ 令和３年度から令和５年度まで の令第３９条第１項第８

号イの市が定める額は、３２０万円とする。 

５ 令和３年度から令和５年度まで の令第３９条第１項第９

号イの市が定める額は、５００万円とする。 

６ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までにおける保険

料率は、同号の規定にかかわらず              

        、２１，２００円とする。 

７ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

第
２
５
号
議
案
 
新
旧
対
照
表



減額賦課に係る令和元年度         における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、４４，２００円とし、令

和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、３

５，４００円とする。 

８ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和元年度         における保険

料率は、同号の規定にかかわらず、５１，３００円とし、令

和２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、４

９，５００円とする。 

（普通徴収の特例） 

第８条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税

の別又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額          

     が確定しないため当該年度分の保険料を確定するこ

とができない場合においては、その確定する日までの間に限

り、当該第１号被保険者について、その者の前年度の保険料

を当該年度の納期の数で除して得た額（市長が必要と認める

減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までにおける保険

料率は、同号の規定にかかわらず             

                          、３

５，４００円とする。 

８ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和３年度から令和５年度までにおける保険

料率は、同号の規定にかかわらず

                         、４

９，５００円とする。 

（普通徴収の特例） 

第８条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税

の別又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条

第１項第１３号に規定する合計所得金額（租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、

第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項

又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第２２条の２第２項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。）が確定しないため当該年度分の保険料を確定するこ

とができない場合においては、その確定する日までの間に限

り、当該第１号被保険者について、その者の前年度の保険料

を当該年度の納期の数で除して得た額（市長が必要と認める



場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額と

する。）を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

２ （略） 

附 則 

（延滞金の割合の特例） 

１４ 当分の間、第１１条第１項に規定する延滞金の年１４．

６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項

の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条

第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中においては、年１４．

６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基

準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とする。 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込 

まれる場合等における保険料の減免） 

１５ 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納

期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。）が定められている保険料

場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額と

する。）を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

２ （略） 

附 則 

（延滞金の割合の特例） 

１４ 当分の間、第１１条第１項に規定する延滞金の年１４．

６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同項

の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（租税特別措置法             第９３条

第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセントの

割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセン

トの割合に満たない場合には、その年中においては、年１４．

６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基

準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とする。 

（新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込 

まれる場合等における保険料の減免） 

１５ 令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納

期限（特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。）が定められている保険料



（第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に法第

１２条第１項の規定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている保険料であって、

当該届出が第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以

内に行われていたならば同年２月１日前に納期限が定められ

るべきものを除く。）の減免については、次の各号のいずれか

に該当する場合は、第１４条第１項に規定する保険料の減免

の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウ

イルス感染症（次号において「新型コロナウイルス感染症」

という。）

            により、第１号被保険者の属する

世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷

病を負った場合 

(2) （略）  

（第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以内に法第

１２条第１項の規定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている保険料であって、

当該届出が第１号被保険者の資格を取得した日から１４日以

内に行われていたならば同年２月１日前に納期限が定められ

るべきものを除く。）の減免については、次の各号のいずれか

に該当する場合は、第１４条第１項に規定する保険料の減免

の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイ

ルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和

国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）である感染症をい

う。次号において同じ。）により、第１号被保険者の属する

世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷

病を負った場合 

(2) （略）  


